
本
誌
２
０
２
０
年
６
月
号
で
は
、
政
府
の
第
１
次
補
正
予
算
に

伴
う
自
治
体
に
対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
財
政
措
置

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
第
２
次
補
正
予
算
成
立
に
伴
っ
て
、

自
治
体
に
対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
財
政
措
置
が
拡

充
さ
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
続
編
と
し
て
、
財
政
措
置
の
概

要
を
紹
介
し
、
自
治
体
の
財
政
運
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す

る
。一

令
和
２
年
度

第
２
次
補
正
予
算
の
成
立
と
補
助
事
業
の
拡
充

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
で
、
経
済
活
動
が

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
規
模
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、

国
税
、
地
方
税
収
そ
れ
ぞ
れ
に
深
刻
な
影
響
が
生
じ
る
と
み
ら
れ

る
。
一
方
、
自
治
体
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め
に
財

政
支
出
の
追
加
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
自
治
体
財
政
は

早
晩
深
刻
な
状
況
に
陥
る
と
い
う
見
方
が
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
で
さ

れ
て
い
る
。
事
業
者
へ
の
休
業
要
請
に
伴
う
協
力
金
等
の
交
付
を

行
う
た
め
に
、
特
定
の
自
治
体
で
は
、
財
政
調
整
基
金
を
す
べ
て

叩
い
た
か
た
ち
で
補
正
予
算
を
組
ん
だ
な
ど
の
紹
介
記
事
の
な
か

第２次補正予算における
新型コロナウイルス対策と

自治体の財政運営
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で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
が
自
治
体
財
政
を
直
撃
す
る

と
の
論
調
で
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
国
の
補
正
予
算
に
伴
う
地
方
財
政
措
置
の
額
が
確

定
し
な
い
段
階
で
、
自
治
体
と
し
て
の
対
策
を
急
ぐ
た
め
に
補
正

予
算
を
早
期
に
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
歳
入
に
は
当
面
財
政

調
整
基
金
か
ら
の
繰
入
金
を
充
て
て
お
い
て
、
国
か
ら
の
財
政
支

援
の
額
が
確
定
し
た
後
に
、
再
度
の
補
正
予
算
で
財
源
充
当
を
や

り
替
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
財
政
調
整
基
金
が
本
当

に
枯
渇
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
で
、
当
初
予
算
で
予
定
し
て
い
た
歳
出

予
算
の
執
行
が
一
部
影
響
を
受
け
て
お
り
、
減
額
補
正
を
せ
ざ
る

を
得
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
も
、
基
金
の
枯
渇
は

考
え
に
く
い
。
地
方
税
は
減
収
見
込
み
で
あ
る
が
、
減
収
補
塡
債

を
発
行
す
れ
ば
、
減
収
分
の
相
当
程
度
ま
で
歳
入
は
確
保
で
き
る
。

む
し
ろ
、
自
治
体
関
係
者
は
、
歳
入
確
保
に
不
安
を
感
じ
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
関
係
の
予
算
の

執
行
に
課
題
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
前
稿
で

紹
介
し
た
よ
う
に
、
政
府
の
令
和
２
年
度
第
１
次
補
正
予
算
は
４

月
３０
日
に
成
立
し
、
翌
日
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
（
以
下
、「
臨
時
交
付

金
」
と
い
う
）
に
係
る
「
制
度
要
綱
」
が
発
出
さ
れ
た
こ
と
で
、

特
別
定
額
給
付
金
な
ど
を
含
む
、
第
１
次
補
正
予
算
に
伴
う
一
連

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め
の
財
源
フ
レ
ー
ム
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

つ
い
で
、
５
月
２２
日
に
は
、
総
務
省
の
地
方
債
課
・
公
営
企
業

課
・
財
務
調
査
課
連
名
の
事
務
連
絡
「
令
和
２
年
度
内
の
資
金
繰

り
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」
が
発
出
さ
れ
、
以
下
の
よ
う
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
。

①
地
方
税
の
徴
収
猶
予
等
に
伴
う
減
収
へ
の
対
応

↓
猶
予
特
例
債
の
発
行
（
財
融
資
金
を
市
町
村
に
優
先
配
分
）

②
減
収
補
塡
債
の
公
的
資
金
の
確
保

↓
市
町
村
分
に
機
構
資
金
を
優
先
配
分
（
従
来
は
民
間
資
金
対

応
）

③
共
同
発
行
債
の
増
額
（
特
例
措
置
と
し
て
、
共
同
発
行
債
の

償
還
年
限
を
多
様
化
し
た
う
え
で
増
額
発
行
、
共
同
発
行
債
不

参
加
団
体
や
非
公
募
団
体
で
あ
る
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に

つ
い
て
も
参
加
可
能
）

④
公
営
企
業
に
お
け
る
特
別
減
収
対
策
企
業
債
の
発
行

↓
当
該
地
方
債
の
償
還
利
子
の
２
分
の
１
の
額
を
一
般
会
計
か

ら
繰
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
繰
出
額
の

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営
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８０
％
を
特
別
交
付
税
に
よ
り
措
置

⑤
地
方
債
の
早
期
発
行
を
可
能
と
す
る
手
続
き
の
弾
力
化

↓
当
初
予
定
し
て
い
た
１
次
協
議
（
７
月
同
意
）、
２
次
協
議

（
２
月
同
意
）
の
間
に
、
９
月
臨
時
協
議
を
実
施
（
９
月
臨

時
協
議
の
協
議
対
象
事
業
は
減
収
補
塡
債
を
含
む
全
地
方

債
）

す
な
わ
ち
、
地
方
税
の
猶
予
特
例
債
、
共
同
発
行
債
、
公
営
企

業
の
資
金
繰
り
の
手
当
て
、
減
収
補
塡
債
等
の
地
方
債
発
行
協
議

の
弾
力
化
な
ど
を
通
じ
て
、
自
治
体
の
資
金
手
当
て
が
円
滑
に
進

む
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
一
時
借
入
金
な
ど
の
資
金
手
当
て

を
で
き
る
だ
け
し
な
く
て
済
む
よ
う
に
し
た
措
置
で
あ
る
。

一
方
、
臨
時
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
１
兆
円
の
交
付
額
に
対
し

て
追
加
を
求
め
る
声
が
自
治
体
か
ら
起
き
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
財

政
措
置
が
必
要
と
の
声
が
あ
が
り
、
政
府
は
そ
れ
に
応
え
る
か
た

ち
で
、
５
月
２７
日
に
閣
議
決
定
し
、
６
月
１２
日
に
成
立
さ
せ
た
第

２
次
補
正
予
算
の
な
か
で
、
臨
時
交
付
金
の
増
額
を
含
む
自
治
体

へ
の
財
政
支
援
策
を
拡
充
し
た
。
第
２
次
補
正
予
算
の
概
要
は
、

図
１
で
示
さ
れ
て
い
る
。

補
正
予
算
の
総
額
は
３１
兆
８
１
７
１
億
円
と
異
例
の
大
き
な
額

で
あ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
拡
充
等
で
４
５
１
９
億
円
、（
民

間
企
業
に
対
す
る
）
資
金
繰
り
対
応
の
強
化
と
し
て
１１
兆
６
３
９

０
億
円
の
ほ
か
、
そ
れ
ま
で
一
部
の
自
治
体
が
行
っ
て
き
た
飲
食

店
等
の
休
業
に
伴
う
家
賃
支
援
給
付
金
（
２
兆
２
４
２
億
円
）
が

創
設
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
自
治
体
に
関
係
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
医
療
提
供
体
制
等

の
強
化
と
し
て
２
兆
９
８
９
２
億
円
が
確
保
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
２
兆
２
３

７
０
億
円
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
５
月
２７
日

付
の
総
務
省
自
治
財
政
局
財
政
課
か
ら
の
事
務
連
絡
「
令
和
２
年

度
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
伴
う
対
応
等
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
に
つ

い
て
、
補
正
予
算
（
第
１
号
）
分
も
含
め
全
額
国
費
に
よ
る
負

担
と
し
た
上
で
２
兆
２
３
７
０
億
円
（
医
療
分
１
兆
６
２
７
９

億
円
、
介
護
・
福
祉
分
６
０
９
１
億
円
）
増
額
す
る
と
と
も
に
、

全
額
国
費
に
よ
り
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
拡
充
等
（
４
５
１
９

億
円
）、
家
賃
支
援
給
付
金
の
創
設
（
２
兆
２
４
２
億
円
）
等

に
係
る
事
業
を
計
上
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」

図
１
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
他
の
支
援
４
兆
７
１
２

７
億
円
の
う
ち
、
次
節
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
臨
時
交
付
金
が
２

４



図１ 令和２年度補正予算（第２号）の概要
１．新型コロナウイルス感染症対策関係経費 ３１８，１７１億円

（１）雇用調整助成金の拡充等 ４，５１９億円
※上記は労働保険特別会計への繰入や週所定労働時間２０時間未満の労働者にかかる事業につ
いて、一般会計で措置した額であり、この他、同特別会計で８，５７６億円を措置している。

（２）資金繰り対応の強化 １１６，３９０億円
・中小・小規模事業者向けの融資〔８８，１７４億円〕
・中堅・大企業向けの融資〔４，５２１億円〕
・資本性資金の活用〔２３，６９２億円〕

金融機能の強化
金融機能強化法に基づく民間金融機関に対する資本参加スキームの期限を延長するとと
もに、資本参加枠を１５兆円に拡充。

（３）家賃支援給付金の創設 ２０，２４２億円
（４）医療提供体制等の強化 ２９，８９２億円
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金〔２２，３７０億円〕
※うち医療〔１６，２７９億円〕、介護等〔６，０９１億円〕。
・医療用マスク等の医療機関等への配布〔４，３７９億円〕
・ワクチン・治療薬の開発等〔２，０５５億円〕

（５）その他の支援 ４７，１２７億円
① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充 ２０，０００億円
② 低所得のひとり親世帯への追加的な給付 １，３６５億円
③ 持続化給付金の対応強化 １９，４００億円
④ その他 ６，３６３億円
・持続化補助金等の拡充〔１，０００億円〕
・農林漁業者の経営継続補助金の創設〔２００億円〕
・文化芸術活動の緊急総合支援パッケージ〔５６０億円〕
・自衛隊の感染症拡大防止・対処能力の更なる向上〔６３億円〕
・地域公共交通における感染拡大防止対策〔１３８億円〕
・個人向け緊急小口資金等の特例貸付〔２，０４８億円〕
・教員、学習指導員等の追加配置〔３１８億円〕
・教育ＩＣＴ環境整備等のための光ファイバ整備推進〔５０２億円〕
・学校再開に伴う感染症対策・学習保障等〔４２１億円〕
・スマートライフ実現のためのＡＩシミュレーション事業〔１４億円〕

（６）新型コロナウイルス感染症対策予備費 １００，０００億円
２．国債整理基金特別会計へ繰入（利払費等） ９６３億円

３．既定経費の減額（議員歳費） ▲２０億円

補正予算の追加歳出計 ３１９，１１４億円
（注） このほか、令和２年度補正予算（第１号）で措置した新型コロナウイルス感染症対策予備

費を活用し、学生支援緊急給付金５３１億円（令和２年５月１９日閣議決定）、医療用マスク等の
医療機関等への配布１，６８０億円及び診療報酬上の特例的な評価（国庫負担分）１５９億円（令和
２年５月２６日閣議決定）を措置。

（出所） 財務省ホームページ

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営

地方財務２０２０年８月号

特別企画

５



兆
円
上
積
み
さ
れ
た
ほ
か
、
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
者
へ
の
追

加
的
給
付
１
３
６
５
億
円
、
持
続
化
給
付
金
の
対
応
強
化
と
し
て

１
兆
９
４
０
０
億
円
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
１
次
補
正

予
算
の
予
備
費
か
ら
、
学
生
支
援
緊
急
給
付
金
５
３
１
億
円
（
令

和
２
年
５
月
１９
日
閣
議
決
定
）、
医
療
用
マ
ス
ク
等
の
医
療
機
関

等
へ
の
配
布
１
６
８
０
億
円
、
診
療
報
酬
上
の
特
例
的
な
評
価

（
国
庫
負
担
分
）
１
５
９
億
円
（
令
和
２
年
５
月
２６
日
閣
議
決
定
）

が
措
置
さ
れ
て
い
る
。

政
府
の
第
１
次
補
正
予
算
に
伴
う
財
政
措
置
の
関
係
で
、
自
治

体
の
財
政
担
当
者
か
ら
聞
か
れ
た
声
の
な
か
に
、
公
立
病
院
の
経

営
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響

を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
財
政
支
援
の
拡
充
を
要
請
し
た

い
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
２
次
補
正
で
は
、

公
立
病
院
に
限
ら
ず
、
医
療
関
係
で
の
財
政
措
置
が
格
段
に
拡
充

さ
れ
た
。

図
２
で
示
し
た
よ
う
に
、
第
１
次
補
正
予
算
で
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
（
以
下
、「
包
括
支

援
交
付
金
」
と
い
う
）
は
国
費
ベ
ー
ス
で
１
４
９
０
億
円
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
、
診
療
報
酬
で
は
対
応
が
困
難
な
、
空
床
確
保
、
宿

泊
療
養
の
体
制
整
備
、
応
援
医
師
等
派
遣
な
ど
、
支
援
な
ど
へ
の

財
政
措
置
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
第
２
次
補
正
予
算
で

は
、
包
括
支
援
交
付
金
は
、
医
療
分
だ
け
で
１
兆
６
２
７
９
億
円

と
１０
倍
と
な
り
、
全
額
国
費
で
対
応
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
そ

れ
に
伴
い
、
第
１
次
補
正
分
で
予
定
さ
れ
て
い
た
都
道
府
県
分
の

１
４
９
０
億
円
も
国
費
で
の
措
置
に
振
り
返
ら
れ
た
）。
包
括
支

援
交
付
金
の
拡
充
で
実
施
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
新
規
事
業
追
加

分
と
し
て
、
以
下
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

●
重
点
医
療
機
関
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
専
用

の
病
院
や
病
棟
を
設
定
す
る
医
療
機
関
）
の
病
床
の
確
保

●
重
点
医
療
機
関
等
に
お
け
る
超
音
波
画
像
診
断
装
置
、
血
液

浄
化
装
置
、
気
管
支
フ
ァ
イ
バ
ー
等
の
設
備
整
備

●
患
者
と
接
す
る
医
療
従
事
者
等
へ
の
慰
労
金
の
支
給

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
疑
い
患
者
受
入
れ
の
た
め
の

救
急
・
周
産
期
・
小
児
医
療
機
関
の
院
内
感
染
防
止
対
策

●
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
の
た
め
の

支
援

そ
れ
ら
の
措
置
の
結
果
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
対
応
し
た
空

床
確
保
に
対
す
る
財
政
支
援
が
講
じ
ら
れ
る
ほ
か
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
重
点
医
療
機
関
等
に
お
け
る
設
備
整
備
の
支

援
等
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
財
政
支
援
は
相
当
程
度
拡
充
さ
れ
て
い

６



図
２
二
次
補
正
予
算
案
に
お
け
る
医
療
機
関
支
援
の
概
要

○
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
事
態
長
期
化
・
次
な
る
流
行
の
波
に
対
応
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
を
行
う
医
療
機
関
に
対
す
る
支
援
と
併
せ
て
、
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
対
す
る

支
援
を
実
施

一
次
補
正
で
の
対
応
→
医
療
提
供
体
制
整
備
等
の
緊
急
対
策

二
次
補
正
で
の
対
応
→
事
態
長
期
化
・
次
な
る
流
行
の
波
へ
の
対
応

①
新
型
コ
ロ
ナ
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
の
創
設（
国
費１，４９０

億
円
）

・
診
療
報
酬
で
は
対
応
が
困
難
な
、
空
床
確
保
、
宿
泊
療
養

の
体
制
整
備
、
応
援
医
師
等
派
遣
な
ど
を
支
援

■▶

①
新
型
コ
ロ
ナ
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
の
増
額
及
び
対
象
拡
大
（
全
額
国
費
に
よ
り
措
置
）１６，２７９億

円
・
既
存
の
事
業
メ
ニ
ュ
ー
に
つ
い
て
、
事
態
長
期
化
・
次
な
る
流
行
の
波
へ
の
対
応
と
し
て
増
額

３，０００億
円

※
こ
の
ほ
か
、
一
次
補
正
の
都
道
府
県
負
担
分
（１，４９０億

円
）
を
国
費
で
措
置

・
新
規
の
事
業
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
、
以
下
の
事
業
を
追
加

11,788億
円

①
重
点
医
療
機
関（
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
専
用
の
病
院
や
病
棟
を
設
定
す
る
医
療
機
関
）の
病
床
確
保
等

②
患
者
と
接
す
る
医
療
従
事
者
等
へ
の
慰
労
金
の
支
給

③
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
患
者
受
入
れ
の
た
め
の
救
急
・
周
産
期
・
小
児
医
療
機
関
の
院
内
感
染
防
止
対
策

④
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
の
支
援

②
診
療
報
酬
の
特
例
的
な
対
応
（
一
次
補
正
と
は
別
途
の
措

置
）
・
重
症
の
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
へ
の
一
定
の
診
療
の
評
価
を
２

倍
に
引
き
上
げ

・
医
療
従
事
者
に
危
険
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
、

人
員
配
置
に
応
じ
て
診
療
報
酬
を
引
き
上
げ

・
一
般
の
医
療
機
関
で
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
疑
い
患
者
に
感
染

予
防
策
を
講
じ
た
上
で
診
療
を
行
っ
た
場
合
に
特
例
的
な

評
価

等

②
診
療
報
酬
の
特
例
的
な
対
応
（
二
次
補
正
と
は
別
途
の
措
置
）

・
重
症
・
中
等
症
の
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
へ
の
診
療
の
評
価
の
見
直
し
（
３
倍
に
引
き
上
げ
）

・
重
症
・
中
等
症
の
新
型
コ
ロ
ナ
患
者
の
範
囲
の
見
直
し
（
医
学
的
な
見
地
か
ら
引
続
き
管
理
が
必
要

な
者
を
追
加
）

等
③

マ
ス
ク
､ガ
ウ
ン
､フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
手
袋
等
の
確
保
、
医
療
機
関
等
へ
の
配
布
４，３７９億

円
※
こ
の
他
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
予
備
費
に
よ
り１，６８０億

円
を
措
置

③
マ
ス
ク
、
ガ
ウ
ン
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
、
消
毒
用
エ
タ

ノ
ー
ル
等
の
確
保
、
医
療
機
関
へ
の
配
布
、
人
工
呼
吸
器
の

輸
入
・
国
内
増
産
に
よ
る
確
保

④
Ｐ
Ｃ
Ｒ
等
の
検
査
体
制
の
さ
ら
な
る
強
化

・
地
域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
の
設
置
、
研
修
推
進
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
・
抗
原
検
査
の
実
施
３６６億

円
・
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
機
器
の
整
備
、
相
談
セ
ン
タ
ー
の
強
化
〔
新
型
コ
ロ
ナ
緊
急
包
括
支
援
交
付
金
の
内
数
〕

・
検
査
試
薬
・
検
査
キ
ッ
ト
の
確
保
１７９億

円
・
抗
体
検
査
に
よ
る
感
染
の
実
態
把
握
１４億

円
等

④
福
祉
医
療
機
構
の
優
遇
融
資
の
拡
充

・
償
還
期
間
の
更
な
る
延
長
（ １０年

→１５年
）

（
予
備
費
（
第
二
弾
）
で
措
置
）

・
貸
付
限
度
額
の
引
上
げ
（
病
院
：
貸
付
対
象
外
→７．２億

円
、
診
療
所３００万

円
→４，０００万

円
）

・
無
利
子
・
無
担
保
融
資
の
創
設
（
利
子
・
担
保
あ
り
→
無

利
子
枠
：
病
院
１
億
円
、
診
療
所４，０００万

円
、
無
担
保

枠
：
病
院
３
億
円
、
診
療
所４，０００万

円
）

等

⑤
福
祉
医
療
機
構
の
優
遇
融
資
の
拡
充
等

貸
付
原
資
と
し
て１．２７兆

円
を
財
政
融
資

・
貸
付
限
度
額
の
引
上
げ

・
無
利
子
・
無
担
保
融
資
の
拡
大

・
６
月
の
資
金
繰
り
対
策
と
し
て
の

診
療
報
酬
の
概
算
前
払
い

（
出
所
）
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営
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る
。
そ
の
結
果
、
民
間
か
公
立
か
を
問
わ
ず
、
病
院
の
経
営
支
援

は
大
き
く
前
進
し
た
。
実
態
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

患
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
病
院
で
は
、
患
者
離
れ
が
起

き
て
し
ま
っ
て
経
営
的
に
圧
迫
要
因
に
な
る
な
ど
の
問
題
が
あ
る

が
、
そ
れ
を
除
け
ば
、
当
面
、
必
要
と
さ
れ
る
措
置
の
多
く
は
実

施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
２
次
補
正
予
算
に
伴
っ
て
、
臨
時
交
付
金
以

外
の
国
庫
支
出
金
事
業
も
大
き
く
拡
充
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴

い
発
生
す
る
裏
負
担
分
は
臨
時
交
付
金
で
措
置
さ
れ
て
い
る
が
、

全
額
国
費
対
応
な
ど
も
あ
っ
て
裏
負
担
分
は
そ
れ
ほ
ど
増
え
て
い

な
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
制

度
要
綱
（
以
下
、「
制
度
要
綱
」
と
い
う
）
は
、
第
２
次
補
正
予

算
成
立
後
の
６
月
２４
日
に
改
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
補
助
事

業
の
一
覧
が
示
さ
れ
て
い
る
（
改
定
前
の
制
度
要
綱
に
も
同
様
の

表
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
組
み
替
え
ら
れ
て
い
る
）。

二
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
２
兆
円
の
増
額
と

そ
の
配
分

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
（
以
下
、「
臨
時
交
付
金
」
と
い
う
）

２
兆
円
の
増
額
は
自
治
体
が
希
望
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ざ

交
付
額
の
通
知
を
受
け
る
と
、
意
外
に
大
き
な
額
で
あ
っ
た
と
の

声
が
、
自
治
体
関
係
者
か
ら
聞
こ
え
て
き
て
い
る
。
最
初
が
１
兆

円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
次
が
２
兆
円
で
あ
る
の
で
、
多
く
て
２

倍
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
上
回
る
額

で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

資
料
は
、
内
閣
府
地
方
創
生
推
進
室
が
公
表
し
た
臨
時
交
付
金

の
概
要
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
増
額
の
趣
旨
に
つ

い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
地
方
に
お
け
る
様
々

な
対
応
・
取
組
を
全
力
で
支
援
す
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

て
、
家
賃
支
援
を
含
む
事
業
継
続
や
雇
用
維
持
等
へ
の
対
応
を
後

押
し
す
る
と
と
も
に
、『
新
し
い
生
活
様
式
』
等
へ
の
対
応
を
図

る
観
点
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨

時
交
付
金
を
拡
充
す
る
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
１
次
交
付
で

は
十
分
に
重
点
が
な
か
っ
た
、
休
業
要
請
を
し
た
中
小
の
事
業
者

に
対
す
る
協
力
金
や
家
賃
補
助
の
支
給
を
含
め
て
事
業
継
続
に
改

８



資料 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の拡充
新型コロナウイルス感染症への地方における様々な対応・取組を全力で支援するため、
地域の実情に応じて、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応を後押しするととも
に、「新しい生活様式」等への対応を図る観点から、新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金を拡充する。

１．２次補正予算計上額 ２兆円（１次補正予算計上額と合わせて３兆円）
２．所管 内閣府（地方創生推進室） ただし、各府省に移し替えて執行
３．交付対象等
（１）交付対象 ：実施計画を策定する地方公共団体（都道府県・市町村）
（２）交付方法 ：実施計画に掲載された事業（※）に対し、交付限度額を上限として交付金

を交付
※ 第２次補正予算における国庫補助事業の地方負担分については、第
１次補正予算の臨時交付金の未配分額により措置

（３）交付限度額：① 家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分（１兆円程度）
人口・事業所数を基礎に、感染状況等に基づき算定

② 「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応分（１
兆円程度）
人口、年少者・高齢者の比率、財政力等に基づき算定

４．使途
地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する
① 家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応

家賃支援、休業要請に伴う協力金等、地域公共交通機関等の維持・確保、旅館・ホ
テル等の経営支援、臨時休校に伴う子供たちの心のケア、修学旅行等のキャンセル
代への支援 等

② 「新しい生活様式」等への対応の事業に充当。
地域公共交通機関等の３密対策、福祉施設・観光施設・学校・スポーツ・文化イベ
ント等の「新しい生活様式」の下での再開に向けた支援、地元産品のオンライン販
売促進、オンライン教育・テレワーク導入支援、農林水産物の販売促進、観光地の
活性化 等

（出所） 内閣府地方創生推進室ホームページ

図３ 臨時交付金（第１次と第２次）の総額とその配分

単独事業分（県3,554億円、市区町村3,530億円）

単独事業分（県3,554億円、市区町村3,530億円）

補助事業の補助裏

補助費事業の拡大と
補助率引き下げ

第１次

第１次

第２次

補助事業の補助裏

単独事業分
県8,750億円（事業継続4,750億円＋生活様式4,000億円）　　　　
市区町村１兆750億円（事業継続4,750億円＋生活様式6,000億円）

予
備
費

予
備
費

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営

地方財務２０２０年８月号
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め
て
財
源
を
充
当
す
る
と
と
も
に
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
を
実

現
す
る
た
め
の
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
交
付
金
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

資
料
で
、「
３．

交
付
対
象
等
」の「（
２
）交
付
方
法
」
の
箇
所

で
、「
第
２
次
補
正
予
算
に
お
け
る
国
庫
補
助
事
業
の
地
方
負
担

分
に
つ
い
て
は
、
第
１
次
補
正
予
算
の
臨
時
交
付
金
の
未
配
分
額

に
よ
り
措
置
」
と
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
全
体
の
配
分

額
を
示
し
た
の
が
、
筆
者
が
作
成
し
た
図
３
で
あ
る
。

図
３
で
示
し
た
よ
う
に
、
第
１
次
交
付
分
は
、
単
独
事
業
分

（
県
３
５
５
４
億
円
、
市
区
町
村
３
５
３
０
億
円
）
と
補
助
事
業

分
の
補
助
裏
（
第
１
次
交
付
分
の
際
の
交
付
要
綱
で
は
第
２
次
交

付
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
第
２
次
交
付
に
伴
う
交
付
要
綱
の
改
定

で
第
３
次
交
付
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
）、
予
備
費
（
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
第
２
波
に
備
え
た
も
の
）
に
分
か
れ
て

お
り
、
予
備
費
が
５
０
０
億
円
程
度
、
補
助
裏
分
は
残
額
の
２
５

０
０
億
円
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
２
次
交
付
で
は
、

補
助
事
業
は
大
き
く
拡
大
し
た
も
の
の
、
包
括
支
援
交
付
金
に
か

か
る
都
道
府
県
の
補
助
裏
分
１
４
９
０
億
円
が
不
要
に
な
る
な
ど
、

補
助
率
の
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
結
果
的
に
補

助
裏
分
は
、
第
１
次
交
付
の
単
独
事
業
分
を
除
く
額
で
あ
る
３
０

０
０
億
円
程
度
で
賄
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
第
２

次
交
付
の
２
兆
円
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
５
０
０
億
円
の
予
備
費

を
設
け
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
単
独
事
業
分
の
追
加
に
振
り
分
け
る

こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
単
独
事
業
分
は
１
兆
９
５
０
０
億

円
と
な
り
、
そ
の
内
訳
は
、

●
都
道
府
県
８
７
５
０
億
円

（
事
業
継
続
４
７
５
０
億
円
＋
生
活
様
式
４
０
０
０
億
円
）

●
市
区
町
村
１
兆
７
５
０
億
円

（
事
業
継
続
４
７
５
０
億
円
＋
生
活
様
式
６
０
０
０
億
円
）

と
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
単
独
事
業
分
だ
け
を
比
較
す
る
と

●
都
道
府
県
３
５
５
４
億
円
↓
８
７
５
０
億
円（
約
２
・
７
倍
）

●
市
区
町
村
３
５
３
０
億
円
↓
１
兆
７
５
０
億
円（
約
３
・
０
倍
）

と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
市
区
町
村
分
で
あ
れ
ば
、
２
倍
程

度
と
予
測
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
平
均
し
て
３
倍
程
度
で
あ
る

の
で
、
予
想
額
よ
り
も
多
い
と
感
じ
た
市
区
町
村
が
多
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
単
独
分
の
交
付
限
度
額
の
配
分
方
法
で
あ
る
。
そ
の
算

定
式
は
、
図
４
―
１
か
ら
４
―
４
で
示
し
た
よ
う
に
、
第
１
次
交

付
の
形
式
こ
そ
踏
襲
し
て
い
る
が
、
第
２
次
交
付
で
は
、
内
容
は

１０



大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
。
都
道
府
県
分
で
、
第
１
次
交
付
分
の

図
４
―
１
と
第
２
次
交
付
分
の
図
４
―
２
を
比
較
す
る
と
、
図
４

―
１
で
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
対
応
（
感

染
拡
大
の
防
止
策
、
医
療
提
供
体
制
の
整
備
）」
と
「
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
を
受
け
た
地
域
経
済
、
住
民
生
活

の
支
援
等
の
事
業
に
充
当
」
に
分
け
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ず
れ

も
人
口
を
基
礎
と
し
て
、
前
者
は
都
道
府
県
ご
と
の
感
染
者
の
割

合
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
医
療
需
要
等
で
、
後

者
は
段
階
補
正
で
補
正
し
た
う
え
で
、
両
者
の
ウ
エ
イ
ト
を
０
・

５
ず
つ
と
し
て
加
算
し
て
補
正
し
、
財
政
力
補
正
で
補
正
し
た
う

え
で
「
単
位
費
用
」
に
当
た
る
額
を
乗
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
図
４
―
２
で
は
、「
家
賃
支
援
を
含
む
事
業

継
続
や
雇
用
維
持
等
へ
の
対
応
分
」（
以
下
、「
事
業
継
続
分
」
と

い
う
）
と
「『
新
し
い
生
活
様
式
』
を
踏
ま
え
た
地
域
経
済
の
活

性
化
等
へ
の
対
応
分
」（
以
下
、「
生
活
様
式
分
」
と
い
う
）
に
区

分
し
て
い
る
が
、
前
者
は
人
口
と
ウ
エ
イ
ト
づ
け
を
し
た
事
業
所

数
を
合
計
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
に
緊
急
事
態
宣
言
の
解

除
等
を
勘
案
し
た
感
染
者
の
状
況
で
補
正
し
、
さ
ら
に
財
政
力
指

数
で
補
正
し
た
も
の
に
「
単
位
費
用
」
を
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
は
、
人
口
を
基
礎
と
し
て
、
段
階
補
正
と
、
年
少
者

図４―１ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・単独事業分の交
付限度額の算定方法―第１次交付分、都道府県分

4,800円×人口×（0.5×Ａ×Ｂ×α＋0.5×Ｃ×β）×Ｄ

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた
地域経済、住民生活の支援等の事業に充当

新型コロナウイルス感染症に対する対応
（感染拡大の防止策、医療提供体制の整備）

(出所)　「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」より作成

Ｃ：地方交付税法第13条第４項第１号に規定する段階補正に係る係数に
　準じて、超過累退又は超過累進の方法によって算定した数値を当該率
　を用いない率で算定した数値で除して得た数値
→人口170万人を１とし、それを超えると逓減し、それを下回ると逓増
　するように定めている

Ｄ：（1.18－財政力指数）×
　0.8＋0.2（1.18－財政力指
　数）が零を下回る場合には
　零
→財政力指数による割落とし

α・β：内閣総理大臣が別に定める乗率（総額に合わせつけ
　るための調整係数）

Ａ：都道府県の区分
1.2：特定警戒都道府県
1.1：新型コロナウイル
　ス感染症の感染者の
　数の人口に対する割
　合が全国平均を超え
　た都道府県
1.0：その他の都道府県

Ｂ：新型コロナウイルス感染症患者が大幅に増えた場合に推計されるピーク
　時の医療需要に係る係数
算式（ａ＋ｂ＋ｃ）／3
ａ：ピーク時において1 日あたり新たに新型コロナウイルス感染症を疑って
　外来を受診する患者数に係る指数
ｂ：ピーク時において1 日あたり新たに新型コロナウイルス感染症で入院治
　療が必要な患者数に係る係数
ｃ：ピーク時において1 日あたり新たに新型コロナウイルス感染症で重症者
　として治療が必要な患者数に係る係数

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営
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人
口
及
び
高
齢
者
人
口
の
比
率
に
基
づ
く
補
正
、
及
び

財
政
力
補
正
で
補
正
し
た
も
の
に
「
単
位
費
用
」
を
乗

じ
て
い
る
。「
家
賃
支
援
を
含
む
事
業
継
続
や
雇
用
維

持
等
へ
の
対
応
分
」
と
「『
新
し
い
生
活
様
式
』
を
踏

ま
え
た
地
域
経
済
の
活
性
化
等
へ
の
対
応
分
」
に
は
ど

ち
ら
も
財
政
力
補
正
が
係
る
も
の
の
、
補
正
の
強
さ
は

後
者
が
勝
り
、「
単
位
費
用
」の
額
も
異
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
者
と
後
者
を
あ
く
ま
で
別
々
に
算
定

し
合
算
し
た
額
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
第
２
次

交
付
分
で
は
、
単
独
事
業
分
の
団
体
別
の
交
付
限
度
額

が
、
前
者
と
後
者
に
区
分
さ
れ
た
か
た
ち
で
示
さ
れ
て

い
る
。

一
方
、
市
町
村
分
は
図
４
―
３
と
図
４
―
４
で
示
し

て
い
る
。
基
本
的
な
考
え
方
は
同
じ
で
あ
る
が
、
図
４

―
３
で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す

る
対
応
（
感
染
拡
大
の
防
止
策
、
医
療
提
供
体
制
の
整

備
）」
と
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響

を
受
け
た
地
域
経
済
、
住
民
生
活
の
支
援
等
の
事
業
に

充
当
」
の
ウ
エ
イ
ト
は
０
・
３
と
０
・
７
で
あ
り
、
都

道
府
県
に
比
べ
て
後
者
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
い
。
ま
た
、

図４―２ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・単独事業分の交
付限度額の算定方法―第２次交付分、都道府県分

2,400円×（人口＋事業所数×α）×Ａ×Ｂ×β
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋5,300円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×α

「新しい生活様式」を踏まえた
地域経済の活性化等への対応分

家賃支援を含む事業継続
や雇用維持等への対応分

(出所)　「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」（令和２年６月24日一部
　　　改正）より作成

Ａ：地方交付税法第13条第４項第１号に規定す
　る段階補正に係る係数に準じて、超過累退又
　は超過累進の方法によって算定した数値を当
　該率を用いない率で算定した数値で除して得
　た数値
→人口170万人を１とし、それを超えると逓減し、
　それを下回ると逓増するように定めている

Ｂ：年少者人口割合×0.5＋高齢
　者人口割合×0.5
　ただし、福島県の年少者人口・
　高齢者人口比率は、平成28年１
　月１日現在の住民基本台帳登載
　人口のうち15歳未満・65歳以上
　の人口の者の数とする。

Ｃ：（1.18－財政力
　指数）×0.8＋0.2
　（1.18－財政力指
　数）が零を下回る
　場合には零
→財政力指数による
　割落とし

内閣総理大臣が別に定める乗率（総
額に合わせつけるための調整係数）

Ｂ：（1.0－財政力指数）×
　0.5＋0.5
Ｂが0.2下回る場合には、
0.2とする
→財政力指数による割落
　とし

人口と事業者数の
重み付け

Ａ：都道府県の区分
1.4：特定警戒都道府県のうち、令和２年５月25日に緊急事態宣言が解除さ
　れた都道府県
1.3：都道府県人口１万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数が
　全国人口１万人あたりの感染者数（1.282人）を超えた都道府県及び特定
　警戒都道府県のうち令和２年５月21日に緊急事態宣言が解除された都道
　府県
1.2：特定警戒都道府県のうち、都道府県人口１万人あたりの新型コロナウ
　イルス感染症の感染者数が全国人口１万人あたりの感染者数以下の都道
　府県で、令和２年５月14日に緊急事態宣言が解除された都道府県
1.0：その他の都道府県
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都
道
府
県
分
に
比
べ
て
医
療
需
要
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
係
る

医
療
需
要
の
額
を
直
接
反
映
さ
せ
る
部
分
が
小
さ
い
。
そ
の
理
由

は
、
医
療
提
供
体
制
の
整
備
に
係
る
財
政
需
要
に
つ
い
て
は
、

も
っ
ぱ
ら
都
道
府
県
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
は
保
健
所
設
置
市
や
政
令
指
定
都
市
に
お
い
て
も
、
基

本
的
に
変
わ
ら
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な

大
都
市
で
は
、
医
療
や
保
険
に
関
連
す
る
支
出
が
一
般
市
町
村
に

比
べ
て
多
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
対
す
る
対
応
（
感
染
拡
大
の
防
止
策
、
医
療
提
供
体
制

の
整
備
）」
に
つ
い
て
は
１
・
２
を
乗
じ
た
額
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
図
４
―
４
で
は
、
事
業
継
続
分
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
状
況
を
示
す
補
正
は
、
都
道
府

県
と
同
じ
も
の
を
用
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
事
業
者
に
対
す
る

事
業
継
続
の
支
援
の
た
め
の
財
政
需
要
を
計
測
し
て
い
る
の
で
、

都
道
府
県
と
同
じ
補
正
を
行
う
の
が
適
当
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

保
健
所
設
置
市
等
に
厚
く
し
て
い
る
の
は
、
第
１
次
分
と
同
じ
理

由
か
ら
で
あ
る
。
生
活
様
式
分
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
で
は
な

か
っ
た
人
口
密
度
や
過
疎
対
策
事
業
法
の
指
定
な
ど
の
地
域
振
興

の
要
素
を
加
え
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
、
財
政
需
要
を
き
め
細
か
く

捕
捉
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

図４―３ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・単独事業分の交
付限度額の算定方法―第１次交付分、市町村分

4,800円×人口×（0.3×Ａ×Ｂ×α＋0.7×Ｃ×β）×Ｄ

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた
地域経済、住民生活の支援等の事業に充当

新型コロナウイルス感染症に対する対応
（感染拡大の防止策、医療提供体制の整備）

(出所)　「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」より作成

Ｃ：地方交付税法第13条第４項第１号に規定する段階補正に係る係数
　に準じて、超過累退又は超過累進の方法によって算定した数値を当
　該率を用いない率で算定した数値で除して得た数値
→人口10万人を１とし、それを超えると逓減し、それを下回ると逓増
　するように定めている

Ｄ：（1.20－財政力指数）×0.8
　＋0.2（1.20－財政力指数）が
　零を下回る場合には零
→財政力指数による割落とし

Ａ：市町村の区分
1.2：特定警戒都道府県とされた都道府県
　 の区域内の市町村
1.1：新型コロナウイルス感染症の感染者
　 の数の人口に対する割合が全国平均を
　 超えた都道府県の区域内の市町村
1.0：その他の都道府県の区域内の市町村

Ｂ
1.2：保健所設置市及び特別区
1.0：その他の市区町村

α・β：内閣総理大臣が
　別に定める乗率
（総額に合わせつけるた
めの調整係数）

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営
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事
業
継
続
分
は
、
都
道
府
県
と
市
町
村
が
そ
れ

ぞ
れ
４
７
５
０
億
円
で
同
額
の
９
５
０
０
億
円
、

生
活
様
式
分
は
都
道
府
県
４
０
０
０
億
円
、
市
区

町
村
が
６
０
０
０
億
円
の
１
兆
円
で
あ
り
、
後
者

は
、
市
区
町
村
に
や
や
厚
く
配
分
し
て
い
る
。

単
独
事
業
分
に
対
し
て
、
財
政
力
補
正
を
適
用

す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
政
令
指
定
都
市
の
一
部

な
ど
か
ら
、
都
市
軽
視
・
中
山
間
地
域
重
視
と
し

て
、
不
満
の
声
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と

も
、
そ
の
算
定
の
考
え
方
は
、
そ
も
そ
も
普
通
交

付
税
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
の
な
か
で
の
単

独
事
業
に
対
す
る
算
定
の
裏
返
し
と
い
え
る
。
地

方
財
政
計
画
の
歳
出
の
う
ち
、
一
般
財
源
で
対
応

す
べ
き
額
に
つ
い
て
は
、
定
義
上
、

特
別
交
付
税
対
応
＋
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入

＋
留
保
財
源
対
応

の
い
ず
れ
か
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う

ち
、
国
庫
負
担
金
の
補
助
裏
に
つ
い
て
は
優
先
的

に
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
ほ
か
、
公
債

費
の
な
か
で
も
特
に
算
入
さ
れ
る
部
分
は
優
先
的

図４―４ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・単独事業分の交
付限度額の算定方法―第２次交付分、市町村分

2,400円×（人口＋事業所数×α）×Ａ×Ｂ×Ｃ×β
　　　　　　　　　　　　　　＋7,200円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ×α

「新しい生活様式」を踏まえた
地域経済の活性化等への対応分

家賃支援を含
む事業継続や
雇用維持等へ
の対応分

(出所)　「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱」（令和２年６月24日一部
　　　改正）より作成

A：地方交付税法第13条第４項第
　１号に規定する段階補正に係る
　係数に準じて、超過累退又は超
　過累進の方法によって算定した
　数値を当該率を用いない率で算
　定した数値で除して得た数値
→人口10万人を１とし、それを超
　えると逓減し、それを下回ると
　逓増するように定めている

B：年少者人口割合×0.5＋高
　齢者人口割合×0.5
　ただし、東日本大震災の特
　定の被災市町村の年少者人
　口・高齢者人口比率は、平
　成28年１月１日現在の住民
　基本台帳登載人口のうち15
　歳未満・65歳以上の人口の
　者の数とする

Ｅ：（1.18－財政力
　指数）×0.8＋0.2
　（1.18－財政力指
　数）が零を下回る
　場合には零
→財政力指数による
　割落とし

区域の全部また
は一部が過疎法
等の振興法の対
象となる市町村
は1.2、その他は
1.0

人口密度107未
満は1.2、107以
上341未満は割
落とし、341以
上は1.0

内閣総理大臣が別に定める乗率（総
額に合わせつけるための調整係数）

Ｃ：（1.0－財政力指数）×
　0.5＋0.5
Ｂが0.2下回る場合には、
0.2とする
→財政力指数による割落
　とし

人口と事業者
数の重み付け

Ａ：市区町村の区分
1.4：特定警戒都道府県のうち、令和２年５月25日に緊急事態宣言が解除さ
　れた都道府県の区域内の市町村
1.3：都道府県人口１万人あたりの新型コロナウイルス感染症の感染者数が
　全国人口１万人あたりの感染者数（1.282人）を超えた都道府県の区域内
　の市町村及び特定警戒都道府県のうち令和２年５月21日に緊急事態宣言
　が解除された都道府県
1.2：特定警戒都道府県のうち、都道府県人口１万人あたりの新型コロナウ
　イルス感染症の感染者数が全国人口１万人あたりの感染者数以下の都道
　府県で、令和２年５月14日に緊急事態宣言が解除された都道府県の区域
　内の市町村
1.0：その他の都道府県の区域内の市町村

Ｂ　1.2：保健所設置市及び特
　別区1.0：その他の市区町村
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に
算
入
さ
れ
る
。
基
準
財
政
需
要
額
は
標
準
的
な
額
と
し
て
財
政

需
要
を
算
定
し
て
算
入
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
個
別
自
治
体
の

事
情
の
違
い
に
伴
う
財
政
需
要
は
主
と
し
て
特
別
交
付
税
で
対
応

さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
財
政
需
要
は
、
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入

さ
れ
な
か
っ
た
部
分
や
特
別
交
付
税
で
交
付
さ
れ
な
か
っ
た
部
分

も
含
め
て
、
留
保
財
源
対
応
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
独
事
業

に
係
る
財
政
需
要
は
、
一
部
が
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
、
事
実
上
、
留
保
財
源
対
応
で
あ
る
と
い
う
の
が

実
感
で
あ
ろ
う
。

臨
時
交
付
金
の
単
独
事
業
分
は
、
趣
旨
と
し
て
、
自
治
体
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
し
て
有
効
な
政
策
を
実
施
す
る

た
め
に
、
国
の
補
助
事
業
だ
け
で
は
な
く
、
単
独
施
策
の
財
源
を

保
障
し
て
、
地
域
事
情
に
応
じ
た
政
策
を
自
由
に
展
開
で
き
る
よ

う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
交
付
税
の
算
定
に

お
い
て
、
結
果
的
に
財
政
力
指
数
が
高
い
団
体
に
、
単
独
施
策
に

関
す
る
財
源
が
従
来
か
ら
厚
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

臨
時
交
付
金
の
単
独
事
業
分
の
配
分
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
で
の
単
独

施
策
を
支
援
す
る
う
え
で
、
財
政
力
補
正
で
割
落
と
し
を
か
け
て
、

財
政
力
指
数
の
低
い
団
体
に
厚
く
配
分
す
べ
き
と
い
う
論
理
と
な

る
。
図
４
―
４
で
、
市
町
村
分
で
、
年
齢
構
成
や
人
口
密
度
、
地

域
振
興
の
要
素
で
補
正
を
し
て
、
単
独
事
業
の
財
政
需
要
が
相
対

的
に
多
く
必
要
な
団
体
へ
の
傾
斜
配
分
を
し
て
い
る
の
も
、
財
政

需
要
の
大
き
さ
を
捕
捉
す
る
と
い
う
意
味
で
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
が
実
感
に
あ
う
か
と
い
え
ば
、
そ
の
点

で
は
自
治
体
に
は
そ
れ
ぞ
れ
言
い
分
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
政
令
指

定
都
市
な
ど
で
は
、
財
政
力
指
数
が
高
い
け
れ
ど
も
、
経
常
収
支

比
率
が
高
く
、
一
般
財
源
の
使
途
が
既
に
硬
直
的
で
あ
る
な
か
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め
に
、
新
規
の
単
独
施
策
を
実

施
し
よ
う
と
し
て
も
、
財
政
力
指
数
で
割
落
と
し
が
か
か
る
分
、

人
口
あ
た
り
の
配
分
額
が
小
さ
く
な
る
こ
と
で
所
要
と
な
る
財
源

確
保
が
で
き
ず
、
十
分
な
施
策
展
開
が
で
き
な
い
と
い
う
声
も
聞

こ
え
て
く
る
。
そ
の
一
方
で
、
政
令
指
定
都
市
で
は
、
従
来
か
ら

財
政
規
模
も
大
き
く
、
当
初
予
算
の
歳
出
の
組
み
替
え
等
の
執
行

の
調
整
を
す
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
単
独
事
業
の

財
源
確
保
は
可
能
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
業
継
続
分
に
も
生
活
様
式
分
に
も
財

政
力
補
正
は
適
用
さ
れ
る
が
、
前
者
に
対
す
る
方
が
補
正
の
度
合

い
は
小
さ
い
。
事
業
継
続
分
は
、
そ
の
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
生
活

様
式
分
に
比
較
し
て
、
事
業
所
が
多
く
集
中
す
る
都
市
部
の
自
治

体
に
厚
く
配
分
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営
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図
５
は
、
第
１
次
交
付
と
第
２
次
交
付
の
事
業
継
続
分
と
生
活

様
式
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
に
対
す
る
配
分
結
果

を
、
人
口
ひ
と
り
あ
た
り
の
全
国
平
均
の
額
を
１
０
０
と
し
て
指

数
化
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
条
件
不
利
地

域
ほ
ど
手
厚
く
配
分
さ
れ
る
傾
向
は
、

第
２
次
補
正
・
生
活
様
式
分＞

第
１
次
補
正
分＞

第
２
次
補
正

・
事
業
継
続
分

と
な
っ
て
い
る
。
東
京
都
は
、
第
１
次
補
正
で
は
１
０
３
・
４
億

円
と
、
１
位
の
北
海
道
の
１
８
０
・
０
億
円
よ
り
も
下
回
る
な
ど
、

人
口
に
比
例
し
て
薄
い
配
分
で
あ
っ
た
が
、
第
２
次
補
正
で
は
、

事
業
継
続
分
に
つ
い
て
は
４
１
３
・
３
億
円
と
都
道
府
県
の
な
か

で
は
も
っ
と
も
多
く
配
分
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
で
も
東
京
都
が

行
っ
て
い
る
事
業
者
へ
の
休
業
要
請
等
に
対
す
る
協
力
金
の
交
付

額
に
は
遠
く
及
ば
な
い
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
活
様
式
分
は
５５

・
６
億
円
に
止
ま
っ
て
い
る
。

三
第
２
次
補
正
予
算
に
よ
る

財
政
措
置
を
受
け
た
自
治
体
の
財
政
運
営

臨
時
交
付
金
は
、
第
２
次
補
正
分
と
し
て
積
み
増
し
た
こ
と
で
、

図５ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【都道府県分の単独分
（第１次・第２次）】
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あ
た
か
も
第
１
次
補
正
分
と
別
枠
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、

実
施
計
画
は
、
補
助
事
業
分
も
含
め
て
同
一
で
あ
り
、
両
者
を
区

分
し
て
管
理
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
、
Ｑ
＆
Ａ
（
第
２
版
／
６

月
２４
日
）
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
６
月
２４
日
付
の
内
閣
府
地
方
創

生
推
進
室
か
ら
の
事
務
連
絡
に
よ
れ
ば
、
実
施
計
画
の
第
二
次
提

出
期
限
は
、
先
行
受
付
期
限
が
７
月
３１
日
、
最
終
受
付
期
限
が
９

月
３０
日
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
実
施
計
画
を
策
定
す

る
必
要
が
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
臨
時
交
付
金
は
国
庫
支
出
金
で
あ
っ
て
、

Ｑ
＆
Ａ
で
も
、
補
助
金
適
正
化
法
の
対
象
と
な
る
。
単
独
事
業
や

補
助
事
業
の
補
助
裏
に
充
て
る
こ
と
か
ら
一
般
財
源
で
あ
る
か
の

よ
う
な
錯
覚
を
し
が
ち
だ
が
、
実
施
計
画
に
計
上
し
た
事
業
に
し

か
充
当
で
き
ず
、
そ
の
対
象
事
業
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。
執
行
に

あ
た
っ
て
は
、
繰
越
が
で
き
る
の
で
令
和
３
年
度
も
可
能
で
あ
り
、

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
基
金
を
造
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
一
般
財
源
の
よ
う
に
、
執
行
残
が
生
じ
て
も
、
財
政
調
整
基

金
に
造
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
実
施
計
画
で

は
、
今
後
の
執
行
の
見
通
し
を
十
分
に
立
て
て
、
交
付
限
度
額
に

対
し
て
全
額
執
行
が
可
能
な
よ
う
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｑ
＆
Ａ
の
１
―
９
で
は
、「
第
二
次
交
付
限
度
額
の
う
ち
事
業

継
続
等
へ
の
対
応
分
と
『
新
し
い
生
活
様
式
』
等
へ
の
対
応
分
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
の
交
付
限
度

額
の
範
囲
内
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
流
用
で
き
な
い

の
か
。」と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

「『
新
し
い
生
活
様
式
』
等
へ
の
対
応
分
に
つ
い
て
は
、『
新
た

な
日
常
』
に
対
応
し
た
、（
ａ
）社
会
的
な
環
境
の
整
備
、（
ｂ
）

新
た
な
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
の
確
立
、（
ｃ
）新
た
な
付
加
価
値

を
生
み
出
す
消
費
・
投
資
の
促
進
等
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。／
た
だ
し
、
事
業
継
続
等

へ
の
対
応
分
と
『
新
し
い
生
活
様
式
』
等
へ
の
対
応
分
の
交
付

限
度
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
相
互
に
融
通
す
る
こ
と
は
、
制

度
的
に
可
能
で
あ
る
。」

と
回
答
し
て
い
る
。

国
庫
支
出
金
で
あ
る
の
で
、
実
施
計
画
を
事
業
継
続
と
生
活
様

式
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
し
か
充
当
で
き
な
い
と
す
る
運
用

は
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
小
規
模
な
自
治
体
で
は

区
分
す
る
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
意
味
が
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。

そ
こ
で
、
執
行
の
自
由
度
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
実
施
計
画
の

範
囲
内
で
の
「
流
用
」
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
反
面
で
、
事
務
連

絡
で
は
、

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営

地方財務２０２０年８月号

特別企画

１７



「
事
業
継
続
等
へ
の
対
応
分
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
当
面

の
事
業
継
続
や
生
活
・
雇
用
の
維
持
、
一
時
的
な
感
染
症
対
策

等
に
関
す
る
事
業
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
新
し
い
生

活
様
式
』
等
へ
の
対
応
分
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、『
新
た

な
日
常
』
に
対
応
し
た
、（
ａ
）社
会
的
な
環
境
の
整
備
、（
ｂ
）

新
た
な
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
の
確
立
、（
ｃ
）新
た
な
付
加
価
値

を
生
み
出
す
消
費
・
投
資
の
促
進
と
い
っ
た
事
業
を
想
定
し
て

い
ま
す
。
こ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
地
域
の
実
情
も
考
慮

し
な
が
ら
、
交
付
金
の
有
効
な
活
用
策
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。」

と
説
明
し
た
う
え
で
、
重
ね
て
、

「
特
に
、『
新
し
い
生
活
様
式
』
等
へ
の
対
応
分
に
つ
い
て
は
、

地
域
の
社
会
経
済
構
造
そ
の
も
の
を
将
来
の
感
染
症
リ
ス
ク
に

対
し
て
も
強
靭
な
も
の
へ
と
改
革
す
る
こ
と
を
推
進
す
る
観
点

か
ら
、
交
付
限
度
額
の
算
定
上
特
に
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
十
分
に
踏
ま
え
、交
付
金
を
活
用
し
、先
に
述
べ
た
、『
新

た
な
日
常
』
に
対
応
し
た
、（
ａ
）社
会
的
な
環
境
の
整
備
、

（
ｂ
）新
た
な
暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
の
確
立
、（
ｃ
）新
た
な
付
加

価
値
を
生
み
出
す
消
費
・
投
資
の
促
進
等
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
よ
う

な
『
新
し
い
生
活
様
式
』
の
確
立
に
向
け
て
、
今
後
、
各
地
域

に
期
待
さ
れ
る
取
組
と
し
て
内
閣
府
が
想
定
し
て
い
る
２０
の
政

策
テ
ー
マ
を
『
地
域
未
来
構
想
２０
』
と
名
付
け
、
別
紙
３
に
示

し
て
い
る
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。（
地
域
未
来
構
想

２０
の
さ
ら
な
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
順
次
お
示
し
し
て
い

く
予
定
で
す
。）」

と
説
明
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
臨
時
交
付
金
の
使
途
は
基
本
的
に
自
由
度

が
高
い
と
い
う
も
の
の
、「
新
た
な
日
常
」
の
実
現
に
向
け
た
政

策
展
開
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
促
し
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
自
治
体
が
事
業
継
続
分
と
し
て
事
業
者
等
へ
の

交
付
金
を
厚
く
す
る
こ
と
で
、
生
活
様
式
の
政
策
と
し
て
例
示
さ

れ
た
分
野
へ
の
政
策
展
開
が
十
分
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
警
戒
し
て

い
る
と
い
え
る
。
内
閣
府
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
展
開
を

例
示
す
る
こ
と
で
、
臨
時
交
付
金
が
有
効
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を

促
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

臨
時
交
付
金
は
、
第
１
次
交
付
の
段
階
で
は
、
図
４
―
１
や
図

４
―
３
で
示
し
た
よ
う
に
、
休
業
要
請
に
係
る
協
力
金
や
家
賃
補

助
に
充
て
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
財
政
需
要
の
想
定
に
は
な
っ
て

い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
不
交
付
団
体
で
あ
る
東
京
都
で
先
頭
を

切
る
か
た
ち
で
協
力
金
等
の
交
付
が
始
ま
り
、
他
の
団
体
も
追
随
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す
る
流
れ
と
な
っ
た
と
き
に
、
臨
時
交
付
金
が
不
足
し
て
い
る
と

い
う
声
が
上
が
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
第
２
次
交
付
で
は
、
そ
う
し

た
財
政
需
要
を
、
事
業
継
続
分
と
し
て
改
め
て
捕
捉
し
直
し
た
う

え
で
、
単
独
事
業
分
と
し
て
は
、
市
町
村
で
実
に
３
倍
の
額
を
交

付
し
た
。
そ
の
結
果
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
対
す
る
財

源
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
声
は
、
国
庫
支
出
金
の
拡
充
も
あ
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
聞
か
れ
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
逆

に
、
こ
れ
だ
け
の
額
を
執
行
で
き
る
の
か
と
い
う
声
が
漏
れ
伝

わ
っ
て
き
て
い
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
臨
時
交
付
金
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

対
策
に
関
す
る
包
括
的
な
特
定
財
源
で
あ
っ
て
、
Ｑ
＆
Ａ
に
明
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
基
金
造
成
も
目
的
に
照
ら
し
て
限
定
的
に
し

か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
今
年
度
（
繰
り
越
す
場
合
に
は
次

年
度
）
内
に
執
行
す
る
こ
と
が
前
提
の
財
源
で
あ
る
。
実
施
計
画

の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
十
分
、
実
施
す
べ
き
事
業
の
範
囲
に
つ
い

て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

臨
時
交
付
金
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
充
当
す
る
と

し
て
も
、
使
い
道
が
広
い
だ
け
に
、
令
和
２
年
度
の
当
初
予
算
に

組
み
込
ま
れ
た
事
業
の
な
か
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
と

い
え
る
事
業
に
臨
時
交
付
金
を
充
て
て
し
ま
え
ば
（
Ｑ
＆
Ａ
で
は

限
定
的
な
が
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
）、
結
果
的
に
自
治
体
の
基
金

を
増
や
す
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

可
能
な
限
り
避
け
て
ほ
し
い
。

自
治
体
の
基
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
相
当
厳
し
い

目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
基
金
に
は
種
類
に
応
じ
て
造
成
す
る
目

的
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
財
政
調
整
基
金
の
主
た
る
役
割
は
、
災

害
等
に
備
え
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
に
似
た
側
面
が
あ
る
の
で
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
は
財
政
調
整
基
金
を
崩
し
て
で
も
行
う

べ
き
事
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
従
前
か
ら
財
政
危
機
の
状
況
で
な

い
限
り
、
自
治
体
は
財
政
調
整
基
金
の
減
少
を
恐
れ
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
萎
縮
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
財
源
を
活
用
す
る
か
た
ち
で
、
財
政

調
整
基
金
の
積
み
増
し
に
つ
な
げ
た
と
な
れ
ば
、
臨
時
交
付
金
の

増
額
な
ど
を
通
じ
て
、
自
治
体
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対

策
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
国
民
・
住
民
の
要

請
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
関
す
る
財
政
運
営
で
は
、
財
政

担
当
者
は
、
日
常
の
感
覚
と
は
異
な
る
も
の
が
要
求
さ
れ
る
。
自

然
災
害
等
に
類
す
る
事
態
に
、
全
国
の
団
体
が
同
時
に
直
面
し
た

第２次補正予算における新型コロナウイルス対策と自治体の財政運営

地方財務２０２０年８月号
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も
の
と
考
え
て
よ
い
。
日
頃
、
財
政
健
全
化
に
努
め
て
き
た
の
は
、

そ
う
し
た
非
常
事
態
に
備
え
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
す
な

わ
ち
、
歳
出
を
抑
制
し
歳
入
確
保
に
努
め
、
基
金
を
造
成
し
て
き

た
の
は
、
財
政
調
整
基
金
に
限
っ
て
は
、
災
害
時
に
あ
っ
て
災
害

対
策
が
十
分
に
展
開
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
災
害
対
策
が
、
財
政

調
整
基
金
不
足
の
た
め
に
十
分
に
で
き
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
事

態
は
、
住
民
に
対
す
る
背
信
行
為
と
な
り
か
ね
な
い
。
す
な
わ
ち
、

災
害
時
に
は
、
財
政
担
当
者
は
、
金
庫
の
扉
を
開
け
て
み
せ
る
姿

勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
も
、
求

め
ら
れ
る
の
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
以
前
に
財
政
状
況
が
逼
迫
し
て
い
た
団
体
で
は
、

限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
使
う
と
い
っ
た
課
題
に
直
面
す
る
こ
と

と
な
る
の
だ
が
。

臨
時
交
付
金
の
２
兆
円
の
増
額
は
、
自
治
体
が
望
ん
だ
こ
と
と

は
い
え
、
い
ざ
実
現
し
て
み
る
と
、
そ
の
適
正
な
執
行
に
は
相
当

な
知
恵
と
工
夫
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
事
業
者
支
援
の
た
め
の

現
金
給
付
や
、
消
費
喚
起
の
た
め
の
商
品
券
配
付
な
ど
も
ま
た
重

要
な
政
策
で
あ
る
け
ど
も
、
特
段
ア
イ
デ
ア
が
必
要
で
な
い
一
方

で
大
き
な
金
額
が
執
行
で
き
る
事
業
に
頼
り
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、

将
来
の
豊
か
な
生
活
様
式
の
実
現
に
つ
な
が
る
よ
う
な
事
業
の
展

開
を
積
極
的
に
進
め
て
ほ
し
い
。
第
１
次
と
第
２
次
交
付
分
を
あ

わ
せ
た
臨
時
交
付
金
の
３
兆
円
と
い
う
金
額
の
大
き
さ
の
背
景
に

あ
る
住
民
か
ら
付
託
さ
れ
た
責
任
を
重
さ
に
つ
い
て
、
自
治
体
関

係
者
は
改
め
て
思
い
を
寄
せ
て
、
生
き
た
金
の
使
い
方
を
十
分
に

心
が
け
て
ほ
し
い
。
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